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平成２３年第２回大仙市議会定例会会議録第４号

平成２３年６月２３日（木曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

平成２３年６月２３日（木曜日）午前１０時０３分開議

第 １ 議案第１２７号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ２ 議案第１２８号 大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について

（総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ３ 議案第１２９号 大仙市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ４ 議案第１３０号 大仙市南外多目的集会施設設置条例の一部を改正する条例の

制定について （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第１３１号 大仙市南外生活改善センター設置条例の一部を改正する条例

の制定について（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第１３３号 大仙市西仙北生活改善センター設置条例を廃止する条例の制

定について （企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第１３２号 大仙市西仙北スポーツセンター設置条例の一部を改正する条

例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第１３４号 大仙市へき地保育所条例の制定について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第１３５号 財産の取得について

（教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第１３６号 平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計へ

の繰入額の変更について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１１ 議案第１３７号 平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計への繰入額の

変更について （建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第１２ 議案第１４３号 中通線新設工事請負契約の締結について

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第１３８号 平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第３号）

（各常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第１４４号 平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第４号）

（企画産業委員長報告・質疑・討論・表決）

第１５ 議案第１３９号 平成２３年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） （総務民生委員長報告・質疑・討論・表決）

第１６ 議案第１４０号 平成２３年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第１

号） （教育福祉委員長報告・質疑・討論・表決）

第１７ 議案第１４１号 平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）

（建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第１８ 議案第１４２号 平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号） （建設水道委員長報告・質疑・討論・表決）

第１９ 陳情第 １５号 市道の拡幅と全面開通について

（建設水道常任委員長報告・質疑・討論・表決）

第２０ 議案第１４５号 大仙市議会議員政治倫理条例の制定について

（政治倫理条例特別委員長説明・質疑・討論・表決）

第２１ 大仙市農業委員会委員の推薦について （表 決）

第２２ 各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務調査の申し出について

第２３ 議員の派遣について

出席議員（２８人）

１番 大 野 忠 夫 ２番 佐 藤 文 子 ３番 後 藤 健

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子

７番 茂 木 隆 ８番 小 山 緑 郎 １０番 冨 岡 喜 芳

１１番 佐 藤 清 吉 １２番 石 塚 柏 １３番 金 谷 道 男
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１４番 武 田 隆 １５番 渡 邊 秀 俊 １６番 高 橋 敏 英

１７番 １８番 佐 藤 芳 雄 １９番 大 山 利 吉

２０番 北 村 稔 ２１番 高 橋 幸 晴 ２２番 本 間 輝 男

２３番 橋 本 五 郎 ２４番 藤 田 君 雄 ２５番 橋 村 誠

２６番 佐 藤 孝 次 ２７番 千 葉 健 ２８番 鎌 田 正

２９番 竹 原 弘 治 ３０番 児 玉 裕 一

欠席議員（１人）

９番 小 松 栄 治

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 山王丸 愛 子 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 老 松 博 行

企 画 部 長 小 松 辰 巳 市 民 生 活 部 長 元 吉 峯 夫

健 康 福 祉 部 長 佐々木 昭 農 林 商 工 部 長 高 橋 豊 幸

建 設 部 長 田 口 隆 志 上 下 水 道 部 長 高 野 永 夫

病 院 事 務 長 伊 藤 和 保 教 育 指 導 部 長 青 谷 晃 吉

生 涯 学 習 部 長 武 田 茂 総 務 部 次 長 進 藤 雅 彦

議会事務局職員出席者

局 長 佐々木 誠 治 参 事 竹 内 徳 幸

主 幹 伊 藤 雅 裕 主 査 佐 藤 和 人

主 任 中 川 智 晴

午前 ９時５６分

○議長（児玉裕一君） 議事に先立ちまして、表彰状の伝達を行いたいと思います。

去る６月１５日に開催されました第８７回全国市議会議長会定期総会において、橋本

五郎君、佐藤文子君が在職２０年以上、藤井春雄君が在職１５年以上、大野忠夫君、本

間輝男君、渡邊秀俊君が在職１０年以上により表彰されましたので、その表彰状の伝達
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を行います。

【表彰状伝達】

午前１０時０３分 開 議

○議長（児玉裕一君） おはようございます。

これより本日の会議を行います。

欠席の届出は９番小松栄治君であります。

○議長（児玉裕一君） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長（児玉裕一君） 日程第１、議案第１２７号から日程第３、議案第１２９号までの

３件を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長１４番武田隆君。はい、

１４番。

○総務民生常任委員長（武田 隆君）【登壇】 おはようございます。

本会議第３日、当委員会に審査付託となりました事件について、去る６月１７日、委

員会を開催し、所管関係部長等の出席を求め、慎重審査いたしましたので、その経過及

び結果について順次ご報告いたします。

はじめに、議案第１２７号「大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、当局の説明に対し、質疑にお

いて「モニターを廃止し、それに代わる新たな制度を検討しているとのことだが、具体

的にどのようなものか。また、相応の費用弁償等を出すべきと思うが、どう考えている

のか。」との質問があり、当局からは「消費者団体と相談しながら意見等を反映してく

ださる方、実際に活動できる方を地域から推薦していただくことによる新たな組織づく

りを考えている。また、費用弁償については、職務内容を十分検討した上で支給した

い。」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

次に、議案第１２８号「大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について」及び議

案第１２９号「大仙市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の２
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件は、当局からの議案内容の説明を了とし、質疑及び討論はなく、採決の結果、出席委

員の一致をもちまして、本２件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１２７号から議案第１２９号までの３件を一括して採決いたします。

本３件に対する委員長報告は原案可決であります。本３件は委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本３件は、原案のとおり可決され

ました。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第４、議案第１３０号から日程第６、議案第１３３号

までの３件を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長２５番橋村誠君。はい、

２５番。

○企画産業常任委員長（橋村 誠君）【登壇】 今期定例会、本会議第３日に当常任委員

会に審査付託となりました事件につきまして、去る６月１７日に委員会を開催し、所管

関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報

告いたします。

議案第１３０号「大仙市南外多目的集会施設設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、議案第１３１号「大仙市南外生活改善センター設置条例の一部を改正する条

例の制定について」及び議案第１３３号「大仙市西仙北生活改善センター設置条例を廃

止する条例の制定について」の３件につきましては、当局からの内容説明に対し、格別

なる質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本３件は原案のと

おり可決すべきものと決した次第であります。

以上、報告を終わります。
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○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１３０号、議案第１３１号及び議案第１３３号までの３件を一括して

採決いたします。本３件に対する委員長報告は原案可決であります。本３件は委員長報

告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本３件は、原案のとおり可決され

ました。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第７、議案第１３２号から日程第９、議案第１３５号

までの３件を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１３番金谷道男君。は

い、１３番。

○教育福祉常任委員長（金谷道男君）【登壇】 今期定例会、本会議第３日目に当常任委

員会に審査付託となりました事件につき、去る６月１７日に委員会を開催し、所管関係

部長等の出席を求め、慎重審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告い

たします。

はじめに、議案第１３２号「大仙市西仙北スポーツセンター設置条例の一部を改正す

る条例の制定について」は、当局からの内容説明に対し、現在の管理運営と今後、指定

管理者へ指定管理になった場合の管理運営の違いについての質疑がありましたが、当局

の説明を了とし、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。

次に、議案第１３４号「大仙市へき地保育所条例の制定について」は、当局からの内

容説明に対し、格別なる質疑・討論もなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本

件は原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１３５号「財産の取得について」は、当局からの内容説明に対し、取得

金額の価格等についての質問があり、当局からは「鈴木空如の作品の売買実例はあまり
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ないが、明治３８年に生家の兄にあてた手紙の中に、生計の維持のために仏画などの揮
き

毫を取りまとめてほしい旨の記録が残っており、その際の金額を明治３８年の米の値段
ごう

と現在の米の値段を比較して物価指数を算出し、算出した仏画等の絵画作品の参考価格

が３，０２４万７千円でしたが、所有者との交渉により最終的には２，３００万円とな

りました。関連資料群については金額の加算はされておりませんが、まとまっており、

資料性の高い価値のあるものと考えております。」との答弁がありました。

また、「保管と展示の計画については。」との質問に対しては、「保管については空

調設備の整った太田文化プラザに保管することとしている。展示については、年１回は

行いたいと思っております。作品が大きく、展示する場所の限られる法隆寺金堂壁画

１２面については、３年に１度程度公開したい。また、池田氏庭園の現在改修整備を進

めている米蔵でも鈴木空如の作品も展示する方向で考えていきたい。」との答弁があり、

当局の内容説明を了とし、採決の結果、出席委員の一致をもって、同意すべきものと決

した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより、ただいま議題となっております案件中、議案第１３２号及び議案第１３４

号の２件を一括して採決いたします。本２件に対する委員長報告は原案可決であります。

本２件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決され

ました。

次に、ただいま議題となっております案件中、議案第１３５号を採決いたします。本

件に対する委員長報告は同意であります。本件は委員長報告のとおり決することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、同意することに決しまし
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た。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１０、議案第１３６号から日程第１２、議案第

１４３号までの３件を一括して議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長１８番佐藤芳雄君。は

い、１８番。

○建設水道常任委員長（佐藤芳雄君）【登壇】 今定例会本会議第３日に当委員会に審査

付託となりました事件につき、去る６月１７日に委員会を開催し、所管関係部長等の出

席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

はじめに、議案第１３６号「平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会

計への繰入額の変更について」及び議案第１３７号「平成２３年度大仙市農業集落排水

事業特別会計への繰入額の変更について」の２件については、関連があることから一括

議題として審査いたしました。

当局からの内容説明に対し、質疑において「下水道管の埋め戻しはどのような工法で

施工するのか。」との質問には「液状化現象が発生したことから、地盤も既に固まった

状態にあるので、もう一度掘り返しての埋め戻しは避けるようにとの県の指導もあり、

仙北地域及び西仙北地域の両地区において、下がった分を補てんするために砕石による

埋め戻しをすることとしている。」との答弁でした。

また、「埋め戻しには、ほかにどのような工法があるのか。」との質問には「一般的

には山砂で埋め戻しをするという標準工法がある。下水道管の施工は、これまでは塩ビ

管が使用されていたが、外圧に対する強度が弱いということや砂だけでは液状化現象の

発生もあり得ることから、近年は塩ビ管の外周をリングで保護しているリブ管と呼ばれ

るものが一般的になってきている。このリブ管の場合は外圧に対する強度もあり、砕石

での埋め戻しも可能になる。」との答弁でした。

そのほかには質疑・討論もなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本２件は原

案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次に、議案第１４３号「中通線新設工事請負契約の締結について」につきましては、

当局からの内容説明に対して、質疑において「競争入札における落札率と事業の財源内

容はどうなっているのか。」との質問には「設計額は１億９，９４６万２，２００円で、

それに対する請負額が１億８，９００万円で、落札率は９４．７５％になっている。ま
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た、事業の財源内訳としては、国の補助金が全体の６割に当たり１億１，３４０万円、

残りの４割の９５％に当たる７，１８２万円が市債で合併特例債を予定している。さら

に残りの５％、３７８万円が一般財源である。」との答弁でした。

そのほかに質疑・討論もなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件は同意す

べきものと決した次第であります。

報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより、ただいま議題となっております案件中、議案第１３６号及び議案第１３７

号の２件を一括して採決いたします。本２件に対する委員長報告は原案可決であります。

本２件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決され

ました。

次に、ただいま議題となっております案件中、議案第１４３号を採決いたします。本

件に対する委員長報告は同意であります。本件は委員長報告のとおり決することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、同意することに決しまし

た。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１３、議案第１３８号を議題といたします。

本件に関し、各委員長の報告を求めます。はじめに、総務民生常任委員長１４番武田

隆君。はい、１４番。

○総務民生常任委員長（武田 隆君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１３８号「平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第３号）」のうち、当委員

会に付託となりました所管する予算につきましては、当局からの補正内容の説明に対し、
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質疑において「震災被災者招待事業の中で「買い物、理美容、医療等の機会を提供す

る」とあるが、どのような事業内容で、費用負担はどうなるのか。」との質問があり、

当局からは「生活物資及び救援物資の中から事前に必要なものを聞いて準備し、フリー

マーケット的に持って行ってもらう事業やボランティアによる散髪などを考えており、

個人的な買い物等にかかる費用は個人負担となる。」との答弁がありました。

また、「大曲駅周辺の街路灯を太陽光パネル付きを含めＬＥＤ化するとのことだが、

太陽光発電の必要性を広く知ってもらうため、いち早く各地域にも設置する必要がある

のではないか。」との質問に対しては「今回の事業は県補助金を活用し、シンボリック

なものとして花火会場と大曲駅前に設置するものであり、来年度、全地域の街路灯を一

斉にＬＥＤ化する計画であり、場合によっては太陽光パネル付きＬＥＤも考えてい

る。」との答弁がありました。

また、会館等の譲渡にかかる経費、高齢者世帯への住宅用火災警報器の設置事業、家

庭用ＬＥＤ照明購入補助事業等についての質問がありましたが、当局の説明を了とし、

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべ

きものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

次に、企画産業常任委員長２５番橋村誠君。はい、２５番。

○企画産業常任委員長（橋村 誠君）【登壇】 ご報告いたします。

同じく議案第１３８号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につき

ましては、当局からの内容説明に対し、質疑において、委員から「大曲の花火には大き

な集客力があるものの、いかにして賑わいを継続させるかが旧来より課題とされてきた。

この度は大曲商工会議所が事業主体となる「だいせん「花火」と「食」のおもてなし事

業」に対して補助を行うとしているが、この事業はどのような形で議論され、具体化さ

れてきたのか。」との質疑があり、それに対して当局からは「本事業は、主に大曲商工

会議所の広域観光委員会において検討され、中心市街地活性化基本計画に盛り込まれた

ものであるが、最近は地元商店街でまちづくりの団体が作られるなど、若者を中心とし
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てまちを元気にしようという動きが出ていることが背景にある。市としても協力して、

このような動きを育て、普段からの商店街の賑わいにつなげることができればと考えて

いる。」との答弁がありました。

また、委員から「農林振興の予算に関して、本年度は地域特産野菜の作付けに対して

手厚く保護されており、期待を寄せているところであるが、現段階ではどのような取り

組み状況となっているのか。」との質疑があり、それに対して当局からは「もともと取

り組まれている農家数が少なく、貴重な特産品の生産を拡大しようと予算措置した事業

であるが、現在のところ概ね昨年と比較して横ばいとなっている。作付者の高齢化も要

因と考えられるが、関係団体との連携を強化し、特に農協とは人事交流を行っているこ

とから、その成果を活かして情報交換を行い、今後も特産品の栽培・存続に努めた

い。」との答弁がありました。

その他、２、３の質疑がありましたが、当局説明を了とし、討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

以上、報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

次に、教育福祉常任委員長１３番金谷道男君。はい、１３番。

○教育福祉常任委員長（金谷道男君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１３８号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきまして

は、当局からの説明に対し、「大曲東保育園の調理室を増築するということだが、ここ

の保育園は毎年何かしらの工事を行って、狭い敷地の中で工夫しながら運営しているよ

うだが、建て替えの計画はないのか。」との質問があり、当局からは「大曲地域の保育

園の整備については、ほとんどの施設が３０年以上経ており、駅前にできる施設とあわ

せ、今、全体的な計画を作成中である。」との答弁がありました。

また、「なぜ今、６月補正なのか。当初予算、あるいは昨年以前から困っていなかっ

たのか。」との質問があり、当局からは「大曲保育会からは建て替え要望がありました

が、駅前保育施設や全体的な改修計画で建て替えしないこととなったため、施設の耐力
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度調査を実施し、結果が出たのが３月でありました。施設本体の耐力度に問題はありま

せんでしたが、狭隘な調理室の増築をしてほしいとの要望があり、検討の結果、今回の

補正に計上したものであります。」との答弁がありました。

また、農山漁村におけるふるさと生活体験推進事業について、「体験活動の内容や宿

泊体験の場所はどこか。」などの質問があり、当局からの答弁を受け、委員から「施設

での集団宿泊も必要な宿泊体験だが、農家などに宿泊し、知らない家族と触れ合う交流

体験は、感謝することなど礼儀を覚えたりできる貴重な体験なので、是非これからも続

けてほしい。」との意見が出されました。

その他、格別なる質疑・討論もなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件は

原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

次に、建設水道常任委員長１８番佐藤芳雄君。はい、１８番。

○建設水道常任委員長（佐藤芳雄君）【登壇】 ご報告いたします。

同じく議案第１３８号のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につき

ましては、当局からの補正予算の内容説明に対し、格別なる質疑・討論もなく、採決の

結果、出席委員の一致をもって、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であ

ります。

報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１３８号を採決いたします。本件に対する各委員長報告は原案可決で

あります。本件は各委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１４、議案第１４４号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長２５番橋村誠君。はい、

２５番。

○企画産業常任委員長（橋村 誠君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１４４号「平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第４号）」につきましては、

当局からの内容説明に対し、格別なる質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一致

をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上、報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１４４号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１５、議案第１３９号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長１４番武田隆君。はい、

１４番。

○総務民生常任委員長（武田 隆君）【登壇】 議案第１３９号「平成２３年度大仙市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」は、当局からの補正内容の説明に対し、

質疑において「保険料を値上げしないことは大いに評価できるが、多額の繰越金が出る

ことから保険料を下げることはできなかったのか。」との質問があり、当局からは「あ

る程度の繰り越しを出し、それを次年度の財源として使っていくのが今のやり方であり、
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将来を見越しながら国保の財政運営をしていかなければならないため、多くの繰越金が

出たからといって、すぐ国保税の軽減につながるとは考えていない。」との答弁があり

ました。

また、太田国民健康保険診療所について、「医療法人化までの間にこの冷却塔のよう

に更新が必要な機器はあるのか。」との質問に対しては、「今回の冷却塔の更新は、経

年劣化に加え、震災等による破損が主なものであるが、他の大きな設備については現状

のままで大丈夫と考えている。ただ、各部屋についている熱交換機は更新が必要と思わ

れる。」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１３９号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１６、議案第１４０号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。教育福祉常任委員長１３番金谷道男君。はい、

１３番。

○教育福祉常任委員長（金谷道男君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１４０号「平成２３年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）」に

つきましては、当局からの説明を了とし、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件

は原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。
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○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１４０号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１７、議案第１４１号及び日程第１８、議案第

１４２号の２件を一括して議題といたします。

本２件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長１８番佐藤芳雄君。は

い、１８番。

○建設水道常任委員長（佐藤芳雄君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１４１号「平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）」及び議案第１４２号「平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）」の２件につきましては、当局からの補正予算の内容説明に対し、格別

なる質疑・討論もなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本２件は原案のとおり

可決すべきものと決した次第であります。

報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。

これより議案第１４１号及び議案第１４２号の２件を一括して採決いたします。本２

件に対する委員長報告は原案可決であります。本２件は委員長報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本２件は、原案のとおり可決され

ました。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第１９、陳情第１５号を議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長１８番佐藤芳雄君。はい、

１８番。

○建設水道常任委員長（佐藤芳雄君）【登壇】 ご報告いたします。

陳情第１５号「市道の拡幅と全面開通について」につきましては、陳情者から平成

２２年２月１７日に提出され、当委員会に審査付託となり、これまでの委員会審査にお

いて調査検討を要することから閉会中の継続審査としていた陳情であります。

当委員会においても当局関係職員とともに現場を調査、確認しておりますが、委員か

らは「要望されている路線の延長は５００ｍを超え、事業費も多額になると思われる。

現在の大仙市総合計画にも掲載されず、冬の期間には通行止めされていることなどから、

緊急性と市民の要望を考えた場合に優先順位は低く、まだほかの地区には緊急性と市民

要望の高い路線が見られているので、願意が妥当とは言えない。」との意見があり、そ

のほかには意見がありませんでした。

採決の結果、出席委員の一致をもって、不採択すべきものと決した次第であります。

報告を終わります。

○議長（児玉裕一君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 討論なしと認めます。

これより陳情第１５号を採決いたします。この採決は起立をもって行います。本件に

対する委員長報告は不採択であります。本件に採択することに賛成の諸君の起立を求め

ます。

（賛成者起立）
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○議長（児玉裕一君） 起立少数であります。よって本件は、不採択とすることに決しま

した。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第２０、議案第１４５号を議題といたします。

本件は、政治倫理条例特別委員会委員長北村稔君から提出されております。

提案理由の説明を求めます。政治倫理条例特別委員長２０番北村稔君。はい、２０番。

○政治倫理条例特別委員長（北村 稔君）【登壇】 それでは、提案理由を申し上げます。

今期定例会本会議３日目となります６月１６日に政治倫理条例特別委員会の調査報告

でも述べておりますが、特別委員会として７回にわたる協議・検討を重ね、「大仙市議

会議員政治倫理条例（案）」及び「大仙市議会議員政治倫理条例施行規則（案）」を作

成し、２回の議員全員協議会で中間報告をした結果、概ね議員全員の了解を得られまし

たことから、今回、条例の制定をお願いするものであります。

提案理由にも記載されておりますが、地方分権時代に即応した議会改革を推し進めて

いく上で、政治倫理が最も基礎となる重要な課題でありまして、大仙市に合併する前に

おいては旧大曲市、旧神岡町、旧西仙北町及び旧協和町の４市町で政治倫理条例が制定

されていました。

合併後７年目を迎え、より住みよいまちづくりに向け、大仙市議会議員の政治倫理に

関する規律の基本事項を定め、政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的

な市政の発展に寄与することを目的として本条例を制定しようとするものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、議員の皆様におかれましては、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願い申し上げます。

○議長（児玉裕一君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 質疑なしと認めます。

本件については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会には付託いたしま

せん。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） 討論なしと認めます。

これより議案第１４５号を採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異
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議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（児玉裕一君） 次に、日程第２１、大仙市農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。

お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第１２条第１項第２号の規定により、

議会推薦の農業委員会委員は４人とし、推薦の方法は議長が指名することにいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって、推薦の方法は、議長が指名する

ことに決しました。

議会推薦の農業委員会委員には、大仙市大沢郷宿字椒沢１３０番地、佐々木京子氏、

大仙市協和中淀川字上宿３番地、安田恭夫氏、大仙市高梨字一ノ坪２２０番地、大西茂

雄氏、大仙市太田町東今泉字中村１１４番地、小松一男氏、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました４名を、大仙市農業委員

会委員に推薦することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名いたしました

４名を、大仙市農業委員会委員に推薦することに決しました。

○議長（児玉裕一君） 日程第２２、各委員会からの閉会中の継続審査及び所管事務調査

の申し出についてを議題といたします。

各委員長から、審査及び調査中の事件につき、会議規則第１０３条の規定により、お

手元に配付いたしましたとおり、閉会中の継続審査及び継続調査の申し出がありました。

お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続調査

とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり
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決しました。

○議長（児玉裕一君） 日程第２３、議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１５８条の規定に

より、お手元に配付のとおり、平成２３年度大仙市・仙北市・美郷町議会「議員研修

会」へ議員派遣することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（児玉裕一君） ご異議なしと認めます。よって、平成２３年度大仙市・仙北市・

美郷町議会「議員研修会」へ議員派遣することに決しました。

○議長（児玉裕一君） 以上で本定例会の日程は全部終了いたしました。

これにて平成２３年第２回大仙市議会定例会を閉会いたします。

長期間にわたって大変ご苦労様でした。

午前１０時５０分 閉 会
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

平成 年 月 日

大仙市議会議長
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